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第２節 脳卒中対策

第１ 脳卒中の概況

１ 脳卒中の現状
脳卒中は、脳血管の閉塞や破綻によって脳機能に障害が起きる疾患で、脳梗塞、脳出血、くも膜

下出血に大別されます。

脳梗塞は、さらに、アテローム硬化（動脈硬化）により血管の内腔が狭くなりそこに血栓ができ

て脳血管が閉塞するアテローム血栓性脳梗塞、脳の細かい血管に動脈硬化が起こり閉塞するラクナ

梗塞、心臓に生じた血栓が脳血管まで流れ血管を閉塞する心原性脳梗塞の３種類に分けられます。

また、脳出血は脳の細かい血管が、くも膜下出血は脳動脈瘤がそれぞれ破綻して出血するもので

す。

注）アテローム硬化 「アテローム」というのは「粥状硬化」ともいわれ、血管の内部に脂肪や石灰など

が沈着して内腔がせまくなる血管の変性のことです。

ラクナ梗塞 「ラクナ」というのは「水たまり」という意味で、脳梗塞の部分が小さな水たまり

のようにくぼんでいたことからこう呼ばれるようになりました。

（１）脳卒中の疫学

全国では、年間約13万人が脳卒中により死亡していますが、本県でも、毎年約２千人が脳卒中に

より死亡し、がん、心疾患に次いで死因の第３位を占めています。

特に、脳卒中は、死亡を免れても片麻痺、嚥下障害、言語障害、認知障害、意識障害などの後遺

症が残ることがあり、寝たきりの原因の30％が脳卒中を原因としています。

脳卒中は、発症後生命が助かったとしても後遺症が残ることも多いため、患者とその家族は発症

前に比べ生活の質が低下し、社会的なハンディキャップを負うことが多いといえます。

（２）脳卒中の医療

①予防

脳卒中の最大の危険因子は高血圧であり、予防には高血圧のコントロールが重要です。その

他、糖尿病、高脂血症、喫煙、不整脈、メタボリックシンドロームなども危険因子であり、これ

らの疾患の予防・治療のため、生活習慣の改善が重要です。

②発症直後の救護、搬送等

脳卒中はできるだけ早く治療を始めることで効果が高く後遺症もより少なくなるため、本人や

家族等周囲にいる者は、脳卒中を疑う症状があれば、様子を見ることによって診断や治療の開始

を遅らせることがないよう、速やかに救急要請を行うことが重要です。

また、救急救命士等は、メディカルコントロール体制のもとで、傷病者を観察して脳卒中の可

能性を判断し、適切な救急救命処置等を行った上で、脳卒中の治療がすみやかに行われる医療機

関に直接搬送することが重要です。

③診断

問診や身体所見の診察、血液検査等に加えて、画像検査（ＣＴ、ＭＲＩ、ＭＲアンギオグラフ

ィ等）を行うことで正確な診断が可能になりつつあります。最近ではＣＴの画像解像度が向上し、

脳梗塞超急性期の所見が報告され、血栓溶解療法の適応や予後をある程度推測できるようになり

ました。

④急性期の治療

脳卒中の急性期には、脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血に共通した、呼吸管理、循環管理等の

全身管理とともに、脳卒中そのものに対するそれぞれの治療が行われます。

脳梗塞の治療は、血栓溶解療法が主体です。治療開始までの時間が短いほどその有益性は大き

く、合併症の発生を考慮すると発症後３時間以内に治療を開始することが重要です。

脳出血の治療は、血圧管理が中心となり、出血部位（被殻出血や小脳出血等）によって手術が

行われることもあります。
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くも膜下出血の治療は、動脈瘤の再破裂の予防が重要であり、再破裂の防止を目的に開頭手術

による外科的治療あるいは開頭を要しない血管内治療を行います。

⑤リハビリテーション

脳卒中のリハビリテーションは、進行度によって分けられます。

急性期に行うリハビリテーションは、廃用症候群や合併症の予防及びセルフケアの早期自立を

目的として、発症当日からベッドサイドで実施します。

回復期に行うリハビリテーションは、機能回復や日常生活動作（ＡＤＬ）の向上を目的として、

訓練室での訓練が可能になった時期から集中して実施します。

維持期に行うリハビリテーションは、回復した機能や残存した機能を活用し、歩行能力等の生

活機能の維持を目的として実施します。

⑥急性期以後の医療・在宅医療

急性期を脱した後は、再発予防のための治療、基礎疾患や危険因子（高血圧、糖尿病、高脂血

症、喫煙、不整脈等）の継続的な管理が行われます。

在宅療養では、上記治療に加えて、機能を維持するためのリハビリテーションを実施し、在宅

生活に必要な介護サービスの提供を受けます。

また、脳卒中の再発率は、脳梗塞では24％、脳出血では13％、くも膜下出血では５％となって

おり、患者の周囲にいる者に対する適切な処置の教育等といった再発に備えた対応も重要です。

２ 本県の現状と課題
（１）脳卒中に関連するデータ

①脳卒中による死亡率

本県では毎年約２千人が脳卒中を原因として死亡しており、死因の第３位となっています。平

成18年には脳卒中を主な死因とした人は1,913人で死亡数全体の13.0％を占めました。

また、脳卒中による死亡率は、昭和55年には三大死因で第１位の死亡率でしたが、昭和60年を

境に悪性新生物を下回り第２位となりました。その後、悪性新生物及び心疾患による死亡率が悪

化し続けたことから、脳血管疾患による死亡率は大きな改善はしていないものの、平成12年以降

は第３位となっています。

三大死因の死亡率の推移（青森県） (人口 10万対)

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)
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三大死因の死亡率の推移（青森県）人口 10万対
年次 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

昭和 55 ② 140.2 ③ 107.2 ① 157.5
60 ① 174.3 ③ 129.0 ② 134.9

平成 2 ① 192.4 ② 151.8 ③ 111.8
7 ① 236.0 ③ 133.5 ② 141.9
8 ① 240.7 ③ 134.4 ② 142.6
9 ① 248.2 ③ 139.0 ② 141.1

10 ① 248.3 ② 142.3 ③ 130.6
11 ① 261.8 ③ 139.6 ② 140.1
12 ① 261.0 ② 136.9 ③ 135.5
13 ① 267.4 ② 141.4 ③ 137.0 ① 死因第１位

14 ① 270.9 ② 143.8 ③ 133.2
15 ① 283.2 ② 148.7 ③ 138.5 ② 死因第２位

16 ① 298.8 ② 154.7 ③ 141.2
17 ① 305.9 ② 172.9 ③ 141.3 ③ 死因第３位

18 ① 313.9 ② 171.2 ③ 134.8
資料 「人口動態統計」(厚生労働省)

全国的にも脳血管疾患の死亡率は停滞傾向にあり、本県とほぼ同様の曲線を描いて推移しています。

しかし、本県は全国平均より高い死亡率で推移しており、平成18年では、全国を33.1ポイント上回

っています。

脳血管疾患死亡率の年次推移 （人口 10万対）

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)

②脳卒中による死亡率内訳 ～ 脳血管疾患死亡者の６割は脳梗塞 ～

県内で平成18年に脳血管疾患を主な死因とした人の61.9％(1,184人)は脳梗塞で亡くなってお

り、次いで、脳内出血が24.5％(468人)、くも膜下出血が10.6％(203人)となっています。

137.0

110.8

104.7 104.7
102.3

105.3
101.7

133.2

130.6
134.8

141.3141.2

111.8

134.9

157.5

142.6 141.1

140.1

135.5

141.9

138.5

103.4

117.9

110.0112.2

99.4

139.5

112.6 111.0

105.5

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

55 60 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 年

青森県

全国



- 107 -

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)

厚生労働省が発表した「都道府県別にみた死亡の状況－平成17年都道府県別年齢調整死亡率の概

況(平成19年４月)」によると男性の脳血管疾患による年齢調整死亡率（人口10万対）は本県が84.0

で最も高く、全国平均61.9人を大きく上回る結果となっています。

女性についても、45.3人と全国平均36.1人を大きく上回り、全国で２番目に死亡率が高くなって

います。

資料 「都道府県別にみた死亡の状況－平成１７年都道府県別年齢調整死亡率の概況」(厚生労働省)

また、平成12年の年齢調整死亡率と平成17年の年齢調整死亡率の比較では、本県の男性は平成12

年の102.7人から平成17年には84.0人と全国と同様に改善しています。

女性についても平成12年の51.6人から平成17年は45.3人と改善しています。

年 齢 調 整 死 亡 率 　 男 （ 平 成 １ ７ 年 ）
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脳血管疾患死亡の内訳（平成１８年）

くも膜下出
血, 10.6%

その他,
3.0%

脳内出血,
24.5%

脳梗塞,
61.9%

脳卒中死亡数・死亡率（人口10万対）、性別

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女
全　 国 128,268 61,348 66,920 101.7 99.6 103.6 132,847 63,657 69,190 105.3 103.3 107.1 11.8
青森県 1,913 943 970 134.8 140.7 129.5 2,024 981 1,043 141.3 144.7 138.1 13.0
全　 国 77,008 35,972 41,036 61.0 58.4 63.5 80,964 38,009 42,955 64.2 61.7 66.5 7.1
青森県 1,184 587 597 83.4 87.6 79.7 1,262 621 641 88.1 91.6 84.9 8.0
全　 国 33,290 18,309 14,981 26.4 29.7 23.2 33,362 18,281 15,081 26.4 29.7 23.3 3.1
青森県 468 254 214 33.0 37.9 28.6 477 258 219 33.3 38.1 29.0 3.2
全　 国 14,466 5,456 9,010 11.5 8.9 14.0 14,883 5,689 9,194 11.8 9.2 14.2 1.3
青森県 203 73 130 14.3 10.9 17.4 231 82 149 16.1 12.1 19.7 1.4

脳卒中

　うち脳梗塞

　うち脳内出血

　うちくも膜下出血

死亡数 死亡率

平成１８年
死亡総数に
占める割合
（％）

死亡数 死亡率

平成１８年 平成１７年
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脳血管疾患による年齢調整死亡率 男（平成12年・平成17年）

脳血管疾患による年齢調整死亡率 女（平成12年・平成17年）

資料 「都道府県別にみた死亡の状況－平成１７年都道府県別年齢調整死亡率の概況」(厚生労働省)

③脳血管疾患死亡者の性別・年齢別内訳

脳血管疾患による死亡者は、年齢別では70歳以上が約８割を占めています。

また、40歳以上70歳未満では、男性が約７割を占めています。

平成17年 脳血管疾患による死亡数、性・年齢別（青森県） （単位：人）

死亡総数 うち、脳血管疾患 20歳未満 20 ～ 39 40 ～ 59 60 ～ 69 70歳以上
による死亡 歳 歳 歳

計 14,733 計 1,913 2 13 159 182 1,557
男 7,955 男 943 1 9 116 127 690
女 6,778 女 970 1 4 43 55 867

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)
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（脳血管疾患による死亡の内訳）

脳血管疾患 性 別 20歳未満 20～ 39 40～ 59 60～ 69 70歳以上
歳 歳 歳

計 1,184 2 0 22 71 1,089
脳 梗 塞 男 587 1 0 19 61 506

女 597 1 0 3 10 583
計 468 0 5 81 72 310

脳 内 出 血 男 254 0 5 66 50 133
女 214 0 0 15 22 177
計 203 0 8 49 36 110

くも膜下出血 男 73 0 4 26 14 29
女 130 0 4 23 22 81
計 58 0 0 7 3 48

その他脳血管 男 29 0 0 5 2 22
疾患 女 29 0 0 2 1 26

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)

④救急搬送の状況 ～ 急病による救急搬送救急搬送の15％は脳疾患 ～

平成17年に救急車で搬送された人のうち約６割（23,864人）が急病患者で、そのうちの約15％

（3,477人）が脳疾患でした。

事故別搬送人員（平成１７年）

区 分 人 数 割 合

急 病 23,864人 60 %
交通事故 4,591人 11 %
一般負傷 4,467人 11 %
そ の 他 7,114人 18 %
合 計 40,036人 100 %
資料 「平成 18 年防災消防の現況」(青森県)

区分 人数 割合

脳疾患 3,477人 15 %
心疾患 2,619人 11 %
消化器系 1,901人 8 %
呼吸器系 2,061人 9 %
精神系 1,535人 6 %
感覚系 1,020人 4 %
泌尿器系 673人 3 %
新生物 335人 1 %
その他 3,409人 14 %
不明確 6,834人 29 %
合 計 23,864人 100 %

資料 「平成 18 年防災消防の現況」(青森県)

事故別搬送人員（平成１７年）
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急病にかかる疾病別搬送人員（平成１７年）
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３ 脳卒中の医療資源

県では、平成19年２月に青森県医師会等に委託し、本県の医療機能の現状を把握するために「医

療機能調査」を実施しましたが、その結果の脳卒中関係の概要は次のとおりとなっています。

（注）本調査では、「脳卒中患者」は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血のいずれかを発症した者をさす。

(１)受入可能な脳卒中患者の状態

脳卒中患者の状態ごとに区分した場合の、病院の受入状況は次のとおりです。

県内の108病院のうち、脳卒中患者について「急性期」の対応を行う病院が38施設(35.

2%)、「回復期」の対応を行う施設が45施設(41.7%)、「維持期」の対応を行う施設が46

施設(42.6%)あります。

(２)脳卒中急性期患者に対する検査・治療の状況

脳卒中急性期患者の検査、治療について、対応可能とする病院の状況は次のとおりです。

通常の診療時間と診療時間外では受入が異なります。

開頭手術等の治療が可能な病院は、「通常の診療時間であればいつでも可能」とする病院が16

病院、「診療時間外であってもいつでも可能」とする病院が13病院となっています。

なお、「西北五地域」、「下北地域」においては、「診療時間」の如何を問わず、開頭手術等の治

療が可能な施設がないため、他地域の施設による治療が必要となります。

①放射線機器検査（ＭＲＩ、ＣＴ等））
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